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穏同盟罷業の法律的側面

大 濱 信 泉

私はこの論文に於て、英國這般のgeneral　strikeが英國法上遙法のもの℃’

若し不適法のものなら如何なろ結果をもテこらすであらうザ。專ら法律的の

見地ザら之を取叛つて見テこいと企て☆のであつずこ。併し法律上の議論をす

ろにしても、罷業そのもの、眞相や肚會性やを明ザにして置くことが矢張

り必要であるとの考ヘザら、はしがきといつプこ様な意味で冒頭1一罷業の原

因や経過を書いテこ。併し書き上げてのち再び讃み返してみると、はしがき

が長すぎテこ様な氣がずる。と言つて全然不必要なものとも思はない。☆Ψ

之を掲載すろ雑誌の性質上此黒古に興味をもテこれぬ讃者があろ窄も知れな

い。そういふ入々は（五）以下を讃んでいプこ樽き度いと思ふ。（於倫敦）

　　　　　　　　　　　　（一）

　近代國家は何れも、政治的革命と産業的革命との二つの革命

を経て來た。而して政治的革命は、人類に自由と李等とを約束

し、産業的革命は、物質上9）富と文化とをもたらし泥。併し此政

治的約束は完全に果たされなかつたのみならす、人類共同の所

産たる文朋文化も、一部階級の猫占享樂するところとなつて絡

つた。そこに自由も李等もない。人類の大竿は、貧のどん底に

虐げられ’て居る。當初に於じる肚會機構（mechalisum）の誤り

と、これを運用する人間自身の利己性とは、途に無産階級とい

ふ大きな犠を、現代國家に遺し傳ふるに至つた。現代國家の最
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も大きな憐みの一つは、正しく此遺産の庭置、印ち無産階級解

放の問題である。

　而して此無産階級解放の運動は、二つの方面に於て磐まれて

居る。螢働組合蓮動と無産政蕪の蓮動が邸ちそれである。今や

この二つの勢力が車の爾輔となつて、次の時代への進軽を綾け

て居る。此の歯車の一同軽は、叉其自騰肚會革命として、人類

の長い歴史の一頁を占むべきものであらう。

　無産階級運動は、凡ての肚會革命がそうである様に、新しき

魁會秩序への理想蓮動でゐると同時に、人類を制度の犠牲から

救はんとする、人道蓮動である。人道運動であb、理想運動で

あるが故に、人の心を動かさすには置か譲。今やその勢力は化

して決河の流れとなつて絡つた。最早や如何なる勢力と雄も、

之を担止すべくもない。又萄も聰明と良心ある者は、此歴史的

必然に劃して、横車を押すの愚を演ぜぬであらう。

　無産階級運動は、其刺戟や指導が外部から來るものであらう

と、其基礎は矢張り、無産階級自騰に置かれなけれぱなら澱二

とは言ふまでもない。それが政治蓮動であらうと、経濟蓮動で

あらうと、其原動力が無産階級自髄の中から遊り出でざる限り

は眞に祉會革命のカとはならない。而して此勢力は、今日の肚

會組織の下にありては、勢働組合といふ無産階級の團結を源と

して生れ來るものである。實に螢働組合は、無産階級解放蓮動

の本螢であると同時に、戦線に於ける軍勢其のものである。
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　斯くの如く勢働組合は・無産階級解放運動に於ける・政治的

及び経濟的爾方面の礎石であるけれども、勢働組合の第一次的

の職能は、矢張り勢働者の雇傭條件の改善と言ふことにある。

而して此目的は、團膿交渉に依つて實現せられ、又此取引に於

ける公Z画よ、同盟罷業と言ふ武器に依つてのみ、勢働者は資本

家の不當搾取から解放されるのである。螢働組合の武器として

の同盟罷業は、それが軍一の産業叉は個々の雇主に封して行は

れた場合に於ては、其描ぐ波紋は極めて小さい。從つて武器と

しての敷力を充分に螢揮するがためには、同盟罷業は可及的大

規模に行はれねばならぬ。而して罷業が大規模に行はれるがた

めには、螢働組合自髄が其組織を鑛大し、其團結を輩固にする

ことが必要である。從つて勢働組合は、漸次合同（へmalgama－

tion〉叉は聯合（feder醐o丑）に依つて、其組織が獲張せられねば

なら臓。斯くの如くにして、螢働組合は途に一國内の螢働階級

の全部叉は殆ど大竿を包含し、一個の中央集権的組織を有する

に至る。此域に達した時、そこには既に無産階級の一王國が建

設せられテZ壽睾である。

　而して一國内の勢働階級の殆ど全部が勢働組合の中じ整頓せ

られ、且つ之が中央集灌組織に集濫した場合に於て最早やそれ

は資本家に封する脅威のみではない。國家其のものに探つても

映して侮る可からざるものである。試みに全勢働組合が相團結

して、一齊に罷業を宣告した場合を想像せよ。場合に依つては
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國家権力其のものも、勢働組合の前に首を垂れねばならぬであ

らう。從つて総罷業は、無産階級解放蓮動の最後の武器だと言

ひ得る。併し螢働組合が此最後の武器を手にすることは、中々

容易のことでは勿論ない。叉勢働組合が其域にまで登達した場

合に於ても、愈々此武器を使翔すべきや否やは、結局其指遵者

等の政治家的良心に俣たねばなら阻。

　　　　　　　　　　　　　二）

　吾々は勢働組合蓮動の母國たる英國に於て、此恐ろしい総罷

業なるものを見テε。勿論這般の総罷業は文字通りの総罷業でな

かつたかも知れぬ。併し其規模の大きカ）つた錨に於て、矢張り

総罷業の名に相慮しい。兎に角英國のみならす、全入類史上に於

ても前例に乏しい出來事である。叉未曾有の出來事として政治、

道徳、法律其池各方面に看過すことの出來ない重大問題を提供

して居る。勿論之等の問題は決して耳新しい問題だと言メ、繹で

はない。概念の世界に於ては、可成り論じ蓋された寧ろ陳腐に

属する問題である。併し概念が一度事實に翻鐸された場合に於

ては、其痛切の度は決して同一ではない。或場合には、　々は概

念の世界に於ける、認識不足を痛威せられることさへある。私ば

今此罷業が展開した諸問題を一々把へ來つて各方面から論及し

やうと言ふのでは勿論ない。私はたや法律學徒の一人として・



総同盟罷業の法律的側面 5

此罷業の提供した問題の、法律的側面のみを観察してみたいと

思ぶ丈である。併し、假令観察を法律的側面に止めるにしても・

事實の梗概を記述することが必要な順序であらう。

　英國這般の罷業は人も知る如く、其端を石炭坑夫の賃銀問題

に登して居る。端を登してゐるばかりではない。孚議の原因は

其表面に於ては絡始此鮎に限られて居た。從つて争議の直接の

當事者は坑主と坑夫等である。螢働協約の輩位から言へば、坑

主協會（M：ining　As号・ci＆tion）と坑夫組合聯含會（皿iner7s　Fed－

er乱tionofGre就Brt乱in）との間の螢働箏議なのである。從つて

此表面上の理由から推せば、他の勢働組合は坑夫組含の主提を

貫徹せしむるため援助したまでのことで、此同情罷業が結局纒

罷業にまで登展したと言ふことに蹄着する。然らば坑夫組合の

雫議に就いて、何故に他の組合があれ程大規模に参加するに至

つナこかと言ふ二とが、矢張次に來る可き疑問でなければならぬ。

而して此疑問は、炭鑛業が英國産業組織の中に占めて居る特殊

的地位と、最近に於ける英國勢働組合運動の思想的背景に一瞥

を與ふるならば、自ら繹明することである。

炭鑛業は實に英國に於ける纏濟生活に於て、最も重要な産業で

ある。農業を除けば、最も多くの螢働者を使用してゐる鮎に於

て炭鑛業は實にその第一位を占めて居る。英國全人口の十二分

の一以上が直接炭坑業に依つて、生活してゐると聞いたら其の

規模の大きいことが想像出來やう。それのみではない、製鐵業、
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造船業、機械製造業は勿論、海運、鐵道等荷も英國の主要産業

と繕せられるものにして炭鑛業に依擦して居ら濾ものはない。

從つて炭鑛業は英國の経濟生活の最も基礎的のものである。炭

鑛業に於ける一揺りは奄産業組織の震動を意昧する。故に勢働

組合の立場から見ても、其攻撃戦の場合でも防禦戦の場合で

も、炭鑛業は其本陣地でなければなら鳳。

　今炭鑛業に罷業が宣告せられた場合を想嫁せよ。それは前述

の如く、全経濟組織に甥する脅威を意味するものであるから、

國家の稿利を双肩に捲つでゐる政府も、傍観する鐸には行かな

い。このことは坑夫等の大罷業が常に議會の介入・即ち新法律

の制定に依つて解淡せられ來つた歴史が、最も雄辮に物語て居

る。斯くの如くにして、坑央等は一九一一年に最低賃銀法、一

九一九年に七時間螢働法、一九二一年に全國均一賃銀奉法（N翫

ti・nal　Agreemen七）を得、更に一九二四年には賃銀の一般引上を

得るに至つた。而して炭鑛業に於ける雫議は、議會を強制する

ことすらも容易である。坑夫等の雫議に他の螢働組合が参加援

助する可能性は、實に此黙に存する。又潰極的の方面から観れ

ぱ、前述の如く炭鑛業は最も基礎的の産業であるから、炭鑛業

に於ける雇傭條件の低下、殊に賃銀の引下は、直ちに他の産業

に其波紋を及ぼし易いと言ぶことである。過去に於て螢働組合

は、其苦い経験を嘗めさせられて廉π。從つて今や坑夫等の雇

傭條件に大斧鏡が加くられんとするに當つて、勢働組合が相協
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カして之を死守せんとすることは自然の勢であらねばなら濾。

　街這般の総罷業を研究するに當つて見逃す可からざること

は、無産階級運動の思想的背景である。英國螢働組合蓮動も、世

界大戦後著しぐ階級闘孚づ）目標へと直進して來た。全勢働組合

は無産贈級意識を以て結束訓練せら．れ、其團結は一個の戦闘輩

一として、資本階級に挑戦し、無産階級の解放と言ふ一個の共同

目的に、蕎進すべく其陣螢が整へらる、に至つた。從つて一勢

働組合に封する資本家の攻撃は、最早や一部勢働者に豊する問

題ではない。全無産階級に封する跳戦として意識せられる。而

して全無産階級が一一騰として之に慮戦せんとするのは、心理的

に必然のことでなければならぬ。のみならす最近爾三年に於て

英國勢働組合の中にも、所謂左傾派の革命思想が蓬頭するに

至つ柁。即ち無産階級團結のカを以て、一氣河勢に肚會改造の

大業を成し途げんと言ふのである。このことは共産蕪（Com～

minist　Party）友びBo1曲evisumを其標語とする少敷運動Minoli七y

Movement）等が、露農・シアよも可成莫大な資金の援助を受け

第三インターナシヨナノンと相呼慮して、組織的に宣傳と策戦計

書とに、著々その歩を進めつ、ある事實に依つて知ることが田

來る。勿論此極端な左傾派の勢力は英國勢働運動に於ける主流

勢力とは言へないであらう。併し勢働組合運動の進路を決定す

る有力な要素の一つであることは疑ひない。
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　　　　　　　　　　　（…）

　私は今迄英國這般の総罷業の前提要素とも言8、可きものを説

朋して來た。併し二れは総罷業の爆襲可能性の摘示に過ぎな

い。如何に爆登性のものと錐も、何の誘因なしに、其自らのカ

のみを以て爆登するものではない。必すや其庭には爆登を誘オ、

可き媒介がなければならぬ。然らば這般の絡罷業の誘因は何で

あつたか。

　前にも一言した様に、絡罷業の直接原因は坑夫等の賃銀引下

の問題であつた。一九一九年坑夫等は七時間螢働法を得、更に

一九二一年には全國均一賃銀峯法を得に。其後石炭等の海外的

景氣が急に訪れたので叉一九二四年に、前の協定賃銀の一般的

引上をすることが出來た。然るにこの協約をなした後、石炭業

に再び不景氣が襲來した。そこで其協約の更改期たる昨年の七

月末に至つて、坑主側に於ては一九二四年の賃銀牽を以つてし

ては到底國際的競雫に封抗し得ざることを主張し、賃銀の引下

を提案するに至つた。而も此坑主側の主張は必すしも無理レ）も

のではなかつた様である。寧ろ一九二四年の賃銀率其のものに

無理が包含されて居たのである。と言ふのは一九二四年に賃銀

の一般的引上をなし得たといふのは、結局佛軍がノンーノレ（Rhur）

の炭鑛を占領した反響に過ぎなかつナεからである。欧大陸に於

ける石炭の主要産地たるノンーノソが、佛軍に依つて占領せられた
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結果、ヨー・ツパの石炭需要は急に英國に向つた、，併しそれは

固より永績的のものではない。一度占領が解かれ、其生産が季

常に恢復すると同時に、需要は再ぴ英國を去らねぱならない。

のみならす、英國炭鑛業の競箏國たる濁逸は勿論のこと、隊洲

の何の國に於ても、坑夫等は、英國のそれに於けるよりも長き

勢働時間、而も低き賃銀で働かされて居る。從つて國際競雫に

封抗するの必要上、英國の坑主等が生産費の輕減、即ち勢働蒔

欄の延長叉は賃銀の引下に向はんとすることは、當然過ぎる程

當然のことである。

　併し、坑主側の主張が如何に合理的のものであらうとも、坑

夫側に於いてこれが鵜呑みにされる筈のものではない。何故な

ら、産業上の損失は勢働者側の犠牲に依つてのみ償はる可き性

質のものではないからである。一九二四年に協定せられ虎賃銀

葎…と錐も、決して坑夫等の心から満足して居る駈のものでは勿

論あり得ない。而もこの賃銀ですら、彼等は罷業を重ね、實に悪

戦苦闘の結果、漸くにしてかち得牝ところのものである。從つて

賃銀引下の要求は、彼等に探つて死の宣告にも等しい脅威でな

ければならない。此脅威に封して階級意識に燃えた全勢働組合

が協力して、最後まで死守せんとしたのも亦、嘗然中の當然で

ある。殊に英國勢働運動を率ゐる勢働蕪（lndepe撮net　Lab・ur

：P＆r七y）が肚會主義を以て其指導精神としてゐるのであるから、

炭鑛業の如き主要産業に就いて、國有論を振りかざさぬ筈はな
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い。’前述の如き資本主義の弊は、炭鑛業の國有（N＆七ionaliz醐on）

に依つてのみ救濟し得ると言ふのが彼等年來の主張である。

　從つて昨年の七月末、坑主側が賃銀引下の提案が入れられな

けれぱ、坑口閉塞の外なき旨の最後通牒を登したのに封して、

全勢働組合は國有論を提議し、総罷業の宣言を以て之に懸戦せ

んとした。街炭鑛業の國有に就いては、螢働組合をして之を強

調せしむべき値の事情が伏在して居る。それは彼の…九一九年

のSankeyCOmmissionである。一九一九年の罷業に際して、時

の政府は委員會を設置し、之をして充分善後策を講究せしめ、

其建言は直ちに之を實現せしむ可きことを勢働組合に約束した

のであつた。併し其の約束は守られなかつ控。其委員會一委

員長が皿r，Justice　S髄keyなりしため融nkey　Commissionと

通欝せらる一が英國炭坑業を救ふ溢は、國有の外なき旨を建

言したに拘らす、政府はこれを實行しなかっ殆のである。此一

事は今に至るまで勢働組合の骨髄に徹して居るところの政府及

資本家に饗する恨みの一つである。彼の時政府が約束を守り、

國有を實行してゐたならば、今日か、る朋目に陥る筈はなかつ

たであらうと言ふ考へは、絡始勢働蕪及螢働組合の指導者の頭

を去らない。そこで昨年の七月、坑主側が愈々行詰ってゐると

見るや、此時逸す可からすとして、全勢働総合は炭鑛國有を叫

ぴ、総罷業の武器を以て其主張を貫徹せんと試みたのである。

　坑口閉鎖の掲示を一方に見、総罷業の恐ろしき武器を飽方に
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突きつけられて、進退に窮したのは今の保守蕪内閣である。坑

主側に封して奮契約の績行を彊制する乙は、圃よう経濟的の原

則が之を許さ臓。と言つて螢働組合の主張を入れて、直ちに國

有を断行する差も、保守蕪本來の政策上無理な注文である。そう

かと言つて政府には総罷業に慮戦する丈の勇氣と準備に敏けて

ゐた。これでは全・く八方塞りの窮地に陥つて終つた形である。

　此窮地を切り抜ける泥めに案出せられた策が、例の補助金の

給與である。而して議會に於て此補助金策が確定せられだの

は、昨年の七月三十一の夜、實に坑口閉鎖通告の満了前敷時間

内の出來事であつた。幸にして此窮鯨の策は…時的にもせよ難

局を彌縫することが出來だ。坑主側をして一九二四年の協定賃

銀の儘、本年四月三十日迄坑夫の雇傭を縫績せしめ、このために

生↑る損失は、政府に依つて補償し、同時に政府は委員會を設

置して之を充分調査せしめた上、改善策を建言せしめ、之に依

つて本年五月一日後の方策を立てんとしたのが即ち政府の探つ

π彌縫策なのである。之に基いて政府の給與しすa金額は、實に

二千三萬膀以上に達して居る。而して愈々九月四日附の勅命

（Royal　Commission）を以て、Sir　Eerber七S＆muel以下四名の者

に依つて委員會が設置せられた。此委員の任命に就ても一言せ

ねばならないことがある。英國從來の慣例に依れば、此種の委

員の中には、雫議當事者の双方から其代表者が加へられるのが

常であつナa。然るに此度の委員の任命は全然其方針を異にし、
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公李を期すると言ふ名の下に、局外者のみが委員に任命せられ

た。其方針の是非は兎も角として、螢働組合側に少なからす不

安、猜疑の域を抱かしめだことは疑ふ可くもない。何故と言ふ

に、任命せられた委員は、炭鑛業に直接關係のない第三者とは

言ひながら、何れも肩書附の御歴々揃ひであつて、無産階級運

動に何等縁のない人ばかりであるからである。もつと極端な言

ひ方をするならば、無産階級が當面の敵としてゐる資本階級に

属する人々なのである。或は勢働組合側に於ても之等の委員の

報告書に付いて、その資本家的僻見を一々具騰的に指摘するこ

とは不可能かも知れ鳳。併し敵の言ふことが當になら譲と言ふ

疑惑を起させる可能性は充分にある。叉現にこの種の宣傳の口

實を與へて居ることは箏へない事實である。

　兎に角前記委員會は、坑主側及坑夫組合側双方の意見を徴し

たことは勿論のこと、其他實地踏査等色々の手段を以つて．かな

り編密なる調査を途げた後、本年三月六日其報告を完成するに

至つた。此報告は英國炭鑛業の敏陥を指摘し、箏議の因つて來る

ところを衝きとめ、其改善の策として大騰二十三箇條の建言を

含むものである。而して之等の建言には相當坑夫側の編利にも

意が注がれて居て、其ために坑主及政府に多大の負澹を要求し

てゐる鮎も少くない。かくて政府は三月二十四日に至つて、右

の建言を全・部承認し、之が實現に必要なる手段を探る可きこと

を宣言し、同時に坑主側及坑夫側組合に於ても、之に基いて新
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規の協約を締結すべきことを渤告した。そこで坑主側に於ても

甚だ澁々の態度ではあつ・εが、兎に角四月一目に至り、政府の渤

告に從つて、右建言を基礎とした契約條件を提示して、坑夫組合

側に其同意を求めた。此場合に於ても坑夫組合は、坑主側の提

案に慮じかねた。何故かといふに、其提i案の中に賃銀の引下と其

全國契約（N翻・n証Agreemen七）を地方別契約（Dis堀ct　Agree－

ment〉に憂更することが包含されて居たからである。尚報告書

の建言中には、勢働組合年來の主張たる炭鑛國有は採用せられ

て居らなかつた。併し國有への階段とも言ふ可き、小企業の合

併に依る大々的組織改造と言ふことが提言せられて居るから、

此黙は先づ我慢が出i來る。併し何としても賃銀の引下と地方別

契約とは、坑夫側の承認し能はざる所である。其後敷同の交渉

も途に姜協黙を見出すこと能はすして、補助金の満了期たる四

月三十日迄來て絡つた。たや鼓に見逃すことの出來ない瓢は、

四月三十日に至つて、坑主側の主張が、賃銀の問題から勢働

時間延長の問題に置き換へられた二とである。即ち賃銀引下及

地方別契約を馳棄して、現行の七時間を八時間に改めんと提案

するに至つた。固よりこの提案も坑夫側の容れるところとはな

らなかつた。斯くの如くして、途に政府の補助期間は溺了し、

坑口閉塞は翌五月一日から實施せられ、全く昨年七月末日の状

態、否寧ろ其れに一歩を超へた形にまで進展して絡つた。

　そこで舞垂は更に一同轄して、勢働組合総評議會（Gener乱1
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Council　of　Tr乱des　Union　Congress）の釆配を振ふ可き筋書にま

で登展して終つた。最早や問題は坑夫聯合會劃坑主協會の問題

ではない。坑夫組合は愈蛙其交渉の不調に絡るや、一切の交渉

権及び指揮灌を総評議會に委諏るに至つた。坑夫組合長H：erber

Smith氏の言を假りて言へば、坑夫等は最後のピトスノソを除い

て全部を総評議會に提供したのである。斯ぐの如くにして絡評

議會は背後に四百蝕萬の螢働者軍一総聯盟　（Tr乱des　Union

CongreSS）に加入せる勢働組合一を率ひて戦線に立つに至つ

た。併し此場合総評議會の地位は、昨年七月末に於けると同…

であるとは言ひ得ない。何故なら過去九ケ月間に政府に於では

既に絡罷業に慮する丈の十分の準備が整つて居つて、最早や政

府は昨年七月末に於ける様に、弱腰である必要はないからであ

る。加之政府及坑主側には、其主張を支オ、可き委員會の綿密な

る、報告書なるものがある。從つて勢働組合側が、其報告書を

覆すに足る丈の資料を提供せざる限り、其主張は輿論の前に一

種の我儘としか受取れない。昨年の七月末に最も窮地に陥つた

のは政府であつだが、今や其地位は正しく逆である。勢働組合

自身が却つて隔穽に追ひこめられた状態になつて絡つた。とい

つて從來の行掛り上、勢働組合は今更おめおめと政府と坑主の

前に首を垂れる鐸には行か凪。のみならす前にも鯛れて置いた

穣に、左傾派の勢力がある。勢働組合員の脈管の中には、階級

戦と言ふ血が跳つて居る。そこで総評議會は絡罷業の可否を全
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働組合の決議に問ふた。其結果は三、六五三、一二七劉四九、○

一一といふ絶封多数を以て可決せらる、に至つた。総評議會は

そこで五月三日の夜竿十二時より総罷業を断行すべき旨の宣言

をなした。叉政府に於ても、非常権力法（：Emergency　Powe「s

Act）を布告して愈き総罷業に備ふるに至つた。

　総罷業は愈々宣告せられてみたもの、其結果を豫期すれぱ何

人と雛も一先づ躊躇せざるを得ない。そこで最後の瞬間まで絡

評議會の交渉委員會と政府とは必死になつて其交渉を怠らなか

つた。兎に角三日の夕刻までには一の姜協案が成立しか、つて

ゐたのである。部ち政府は當分補助金を縫績し、総評議會の側に

於て坑夫組合をして、一時賃銀の引下に同意せしむると言ふこ

とが其姜協案の骨子なのであつた。若しも順調に事が蓮べば、総

罷業は避け得たかも知れない。然るにこの一縷の望の綱も、一

二の不謹愼者の行爲に依つて途に切漸せらる》に至つた。と言

ふのは三日の夕刻D挑ily　M飢肚に起つた出來事である。同新

聞の其：翌日の朝刊に表はる可き“君國のために”（forK加g鋤d

Comtry）といふ肚説が、偶よ螢働組合を罵倒したものであつた

ために．印刷工等は其印刷を拒絶した。そこで新聞肚に於ては

之を以て絡罷業が開始せられプzものとして内閣に報告するに至

つた。時恰も首相官邸に於ては、閣員と勢働組合の代表者等が

前記姜協案の熟議中であつね。前記新聞肚の出來事は、此會議

に列席して居た人々の耳に、晴天の露露として響いたであらう。
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元來絡罷業の開始は証十二時の約束である。それまでにはなほ

数十分の蝕裕がある。之を避ぐ可く亘頭連は今や鳩首して會議

をして居るのである。然るに何事ぞ、外部に於ては、すでに罷

業の火蓋が切られて居るとは。この報傳はるや、首相は嚴然と

して交渉の打切りを宣言した。最早や総罷業が開始せられた以

上、其脅威の下に：交渉を縫綾することは不可能だと云ふのであ

る。政府の立場として此態度は必すしも不嘗とは言へぬであら

う。併し総評議曾側の人々に探つても、前記の出來事は全く其

豫想せざるところである。前記印尉工等の行爲は私的のもの

で、決して総罷業の一部と見る可きではない。総評議會の代表

者等は其黙を明確にした上で、爾政府と交渉を績けんと試み

た。餅し時は最早や十二時に迫瓠又政府に於ても更に交渉を

再開するの雅量と誠意とに歓けて居た。斯くの如くにして夜の

進行と共に、途に総罷業の第一日に入るに至つた。

　固より勢働組合側の理想と、政府及資本家等の抱く意見との

間には根本的の相違があつπのである。併し愈主國家の危急に

際すれば、政治家の頭には必すや姜協性が作用するものである。

兎に、も角にも双方護り合つた結果、薄紙一重の境まで相接近し

て凍π。然るに今一息といふ瞬間に至つて、一二の蓮上者の行爲

に依つて全局面を根底から破壊して絡つたのは、返す返すも選

憾である。吾々は弦にも民衆運動の指導者と民衆との間k、其

人格の黙に於ても、叉其時局に封する理解の黙に於ても、可成
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りの距離の存在することを見る。一將功成つて萬骨枯るの諺も

眞理であらう。だが又一卒の誤りによつて老將九尋の功を一賛

にして敏かせることも事實な⑦である。

　　　　　　　　　　　　（四）

　兎に角二三の氣早者の過ちに依つて五月四日の朝から、全英

國は総罷業の混録の中に捲き込まれて経つた。果してこの罷業

が何れの側の勝利に騰したか、それは私の今弦に論ぜんとする

ところではない。私は寧ろこの総罷業は如何なる結果をもたら

しだかを蓮べて見たい◎

　今暫く事實を離れて想像を逞しうすることを許されよ。文字

通りの総罷業が行はれたらどうなるか。疑ひもなく肚會の秩序

は寸断せられる。生活の必需品も立ちどころに敏乏し、國民は

先づ第一一に鰻餓と闘はねばなら濾。今日の物質交明の特質は、

物資の生産分配及漕費の各過程が大規模に、而も極めて複雑に

相互依存の關係に組立てられて居ることである。言葉を換へて

言へぱ、肚會生活が實に継かい相互連繋の網の目に依つて支へ

られて居るのである。而して総罷業は取りも直さす、この細か

い肚會連繋の綱を寸断する乙に外ならないのである。肚曾の秩

序が寸断されナこら、其庭には混虜Lと孚闘とσ）みカヨ獲され’るであ

らう。総罷業が革命手段だと言はれるのは全く此黙に存する。



18 総同盟罷業の法律的側面

内飢を豫想せずして絡罷業iは宣告せられるものでない、と螢働

組合蓮動の大立物たるクラインズ氏（Clynes）が戒めたほどで

ある。然らば此革命に直面して、肚曾秩序、國民生活の安全は

何人に依つて保障されるか。言はすもがな、制度の上に於ての

此全責任は政府の双肩に捲はされて居る。而して政府が其責任

を果たし、以つて國民生活の危急を救ふの路はたw二つある。

即ち勢働組合の主張を入れて絡罷業を同避するか、然らざれば

秩序維持、國民生活保障の名の下に、其手に托されナz國家梅力

を利用して、勢働軍と相圃ふかである。軍除、警察其他國家灌力

の登動と見る可き法律は凡て勢働軍に封して向けられる◎

　現内閣は昨年の七月に於ては前者を探り、今年五月に於ては

後者の路を探つた。叉何れの國に於ても政府の樺一は多くの場

合常に後者にある。現内閣が昨夏螢働組合に譲歩したと言ふの

は、既に説明して置いた様に眞の譲歩ではなかつた。唯勢働軍

との戦ひを今年の五月まで延期したに過ぎないのである。斯く

の如く総罷業は其出登の動機が何れにあつたろうと、愈よ事實

となつた場合には、最早や孚議の直接當事者たる鍔働組合と雇

傭者との間の問題ではない。寧ろ政府其のものと全勢働組合と

の戦となつて絡ふ。政府が結局に於て、資本家擁護の役目を勤

めねばならない様になつて終ふことは、艶場合に於て吾々は、

はつきりと認識され，る。

　勢働軍が國家椹力の代表たる政府と相闘ふと言ふことは、同
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時に総罷業が反國家的行爲と言ふことを意味する。傳統的の言

ひ方をするならば、総罷業は實に非國民的行爲の最たるものだ

と言ふことに蹄着して終ふ。螢働組合の指導者等は途に國賊朝

敵の汚名を被らざるを得ない。抑茎國民の大孚を奈落の底から

救ひ・國家そのものを非人道的不合理な秩序から合理的な基礎

へ導かんとした努力は、途に國賊呼りをされねばなら漁とは何

といふ反肉か。而も総罷業を非國民的行爲と誹るのも、前述の

如く論理の許すところなら、まπ之を以て國家の救ひの手だと

考へることも等しく論理的の結論である。これが論理の矛盾で

なくて何であらう。私は弦では此矛盾は論理の桁違ひ、出登鮎

の相違からのみ來るものであること丈を答へて置く。

　私は今総罷業が如何なる結果をもたらすかを想像し、其上に

論理を登展させて見た。之がまた概念の世界に於ける総罷業論

でもあつた。併し吾々は今同の総罷業に依つて、事實の上に右

の概念が決して大なる誤りでないことを實駿しπ。英國の総罷

業は實に政府と勢働者軍との戦ひであつた。勢働組合の指導者

は、政府側から恰も朝敵の如くに非難せられ、絡罷業に参加する

ことは非國民的の行爲だと激へられた。又総罷業に直接關係の

ない一総罷業を無産階級と資本階級との階級闘雫とみて・一

中産階級が有意識的にせよ、無意識的にせよ、結局愛國心の冠

を被て政府軍に加つて勢働者軍と戦つたのである。マノレクスの

階級闘孚の理論がブ・グラム通り、演出せられた榛な氣がする。
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　前にも述べて置いた檬に、英國這般の綴罷業は決して文字通

りの総罷業ではなかつた。英國勢働組合蓮動の中に革命思想の

蓬頭しかけて居ることは雫へないであらう。併し露農・シアか

ら流れ込む宣傳と黄金のカは、未だ英國勢働組合蓮動の主流を

赤く染め上げることは出來て居ない。豫言は固より愼む可きこ

とではあるが、結局ポノレセビズムは英國の土地では實を結び得

ぬ毒草なのであらう。左傾しつ、あるとは言ひ得ても、英國螢働

軍の墾謀部は矢張瓠昔ながらの右側の路を辿りつ、あるので

ある。英國勢働組合の指導者は、一夜の革命を夢みてはゐない。

現今の英國にマノレクスやレー嵩ンの激へπ革命の萌提要素と言

ふものが、完成してゐるとも思はれない。兎に角螢働組合の総評

議會は総罷業の断行を宣告はしたもの、彼等指導者等の政治家

的良心と賢明とは蛯絡罷業に依る魁會革命を躊躇せしめた。彼

等が総罷業に依つて達せんとした目的は、其表面に於ては坑夫

等の雇傭條件の維持と言ふことであつた。或は彼等の其主張の

背後には何等かそれ以上期待したものがあつたかも知れぬ。併

しあつたとしたところで、此一：墨に依つて、彼等の理想を實現せ

んとしたのではないことだけは明らかである。確かに局限せら

れた目的のために過剰の手段を用ひセ観がないでもない。目的

が始めから限局せられて居たのであるから、彼等は可及的手段’

の過剰をもこれを棚限せんと努めた。兎に角全部の螢働組合を

・一齊に絡罷業の戦線に立πしめ詑のではない。交通、印刷、製
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鐵製鋼、金屡工、化學工業、建築、琵斯、電氣の供給等に從事

する勢働者を動員しナこけれ共、國民生活の最少限度を支ふるに

必要と見らる可き勢働の撤同憾之を避けたのである。師ち食糧

の供給、保健、衛生の事業等に從事する勢働は総罷業に参加す

可べからすとした灘は、明らかに此罷業に依つて國民生活を根

底から覆さんとすることを避けた謹左である。

　のみならす勢働組合の指導者は、此罷業に依つて暴動騒鼠の

蜂起せんことを恐れ、螢働組合全員に封して輕畢妄動を嚴重に

戒め沈。彼等が與へられた法律秩序の限界内に於てのみ、其目

的を達せんとしたことは明らかである。併し如何に手控へがな

されたと言つても、あれ程大規模に勢働が撤同されては、産業

國の重層的吐會連系の秩序が圓満に保てる筈のものでは勿論な

い。又嚴重に訓令が登せられたとしても・混飢の淵に臨んで群

衆の足拉が一綜も臨れないとは誰が保詮出來やう。從つて國家

権力の干渉が営然に正當とせられねばなら濾。而してこの國家

樺力との接鯛面が帥ち総罷業の法律的側面なのである。私の議

論はこれから法律の圏内に立ち入るわけである。

　　　　　　　　　　　　　（五）

　以上の事實を念頭に置いて法律の畑に踏み込んだ時に、先づ

第一に逢著する問題は総罷業の立憲性である。殊に民主制の憲
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砦の下に於て、絡罷業は憲法と正面衝突をするのではないかと

の疑問が起る。

　遙般の総罷業に就て言ふなら、絡評議會は坑夫等の雇傭條件

の維持といふことを目的として居た。併し絡罷業に依つて彼等

が何人に向つて其主張を強制せんとしたか。此鮎を明らかにし

たら上述の疑問は自ら判然する、、昨年の七月に於ては勢働組合

は公然と炭鑛業の國有論を提げて総罷業を宣告した。此場合総

罷業に依つて強制せらる、相手方は勿論政府又は議會である。

何故なら今日の憲法の下に於て議會の介入なしに、國有が行は

る可き筈はないからである。併し今同の総罷業に於ては其事情

は左程明瞭ではない。と言ふのは今度の罷業は、坑主側が賃銀

の引下叉は勢働時間の延長を提案したのに笥し、勢働組合側が

結束して之に反抗したに止るからである。だから表面的の観察

を以てするならぱ、今同の総罷業によつて彊制せんとした相手

方は、坑主等であるかの観がある。併し事實の眞相は必すしも

さうとは言へない。何故なら坑主側の主張は、勢働組合が的確

に反駁することの出來鍛科學的調査の上に基礎付けられて居る

からである。兎に角勢働組合の主張は、坑主側に採つては之に

服することの轟來鍛無理な注文である。其主張は結局に於ては

政府が何事かをなさやる限弧到底容れらる可きものではない。

又補助金が給與せられてゐた事實、叉は最後の交渉が結局政府

當局との間になされて居テε経緯から推せぱ、此場合も勢働組合
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側は政府に封して何事かを強制したことに蹄着する。此黙が今

同の総罹業に於ける勢働組合のヂイレンマである。而して政府

が勢働組合側の主張を入れるためには、結局議會の介入を待た

ねばならぬ。從つて今同の総罷業も議會彊制のためになされた

と言ふ結論まで到達する。そこで問題は、一騰勢働組合は消極

的の暴力を以て議會を彊制することが許容せらる可さか否かの

憲法論となるのである。

　抑よ現今の立憲政治は、議會と言ふ輿論の府を以て國家意思

の決定機關とする。而して國家意思の内容が民衆の輿論に依つ

て基礎付けられて居るといふのは、選塞権の行使に依つて各人

の意見が議會に代表されてゐると言ふ前提の下に於て是認せら

れる。今日の選睾穰や政蕪組織が果たして科學的の精確さを以

て國民の輿論を代表して居るものであるか否かは、大いに疑問

の蝕地があらう。併しそうでないところで、兎に角議會に於け

る多敷決の意思を以て、國家意思となすことが今日の憲法組織

である。而して議會がこの職能を全ふするがためには・選墨灌

の行使が公明正大にされねぱならぬことは勿論であるが、議會

に劉して外部からの強制があつてはならぬことも亦最も必要な

條件である。議會を以て民衆政治の機關と是認するからには假

令自分の意見に反する場合に於ても、議會に於ける多敷決の意

思は、國家の意思として之に封する服從が要求せられねばなら

鳳。若し議會の多数決の意思の拘束性を否認することが許容せ
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られるならば、それは明に議會の否認、憲法の撲除そのもので

ある。

　今般の総罷業は繰り返して説明して置いた様に、表面に於て

は如何であつたらうと、其結局に於ては議會彊制を當然に相伜

ふべき性質を帯ぴて居た。叉政府に依つて、そふ言ふ形式を探

る標に組立てられて來たとも言へる。

　勢働組合の主張は、假会それが四百余萬の勢働組合員の意見

であつ泥として’も、將ヌ、全無塵階級の支持するところのもので

あつたとしても、其政蕪の關係上議會に於ける多数の容れると

ころでなかつたことは明自であつた。それだからこそ螢働組合

は総罷業に出たのでゐる。総罷業の暴力を以てすれば、議會の多

敷も彼等の主張を容れるであらうと豫想したのであらう。蛙に

淫意せねばなら鍛ことは、総罷業と普通の示威蓮動との匿別で

ある。示威運動は輿論喚起のために、即ち民衆の親聴を引き附

けるためになされることもある。併し所謂狡義の示威運動とは

若し自己の主張が容れられなければ望ましからざる結果の到來

す可きことを、相手方に明示叉は噌示する團騰運動の謂である。

総罷業は一見此意昧の示威運動の膿に考へられ濾こともない。

総罷業が輩に言葉の上の宣告に止り、又勢働者等の決意を示す

例の行列又は民衆大會に止る場合に於ては、勿論示威運動と何

等選ぷところはないであらう。而して此種の示威運動は李和的

手段で行はれた場合に於ては、決して有害のものではない。從つ
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て法律の干渉すべき事柄でもないであらう。併し総罷業が愈宝

断行せられ、其豫示した恐る可き結果が事實となつた場合に於

ては、最早やそれは示威運動と同一ではない。貴様を殺すぞと

の脅迫が、實際に殺して絡つナZ殺人の既途と同一でないのと其

軌を一にする。そこで吾をは議會叉は政府を強制するために・

』叉は其必然性を持つ総罷業が、憲法に墨する挑戦であり、或程

度に於て議會否認の直接行動であることを知る。叉総罷業が非

國民的の行爲となされ、其劃策をした指導者等が恰も國賊であ

るかの如く罵られるのは全ぐこれがためである。

　實に総罷業の非立憲性は、絡罷業の第一日の夜、議會に於て

首相自らが放つた攻撃の第一矢であつた。勿論勢働蕪の人々及

び勢働組合の指導者等は、此攻撃に封して極力辮解に努めπ。

其辮解の要鮎は、結局総罷業をなづに至つた動機である。彼等

の言ふところに依れぱ、絡罷業は決して政府叉は議會を強’制す

る目的のためになされセのではない。ただ坑夫等の主張を貫徹

せしめるために全螢働組合が其援助を與へたに過ぎない。從つ

て普通の同情罷業と同一親す可きもので、決して合同の絡罷業

を以て憲法に封する挑戦と見る可きではないと言ふのである。

法律至上主義（Supremacy　of　LaW）の英國に於て、憲法否定の

主張ほど恐ろしいことはないであらう。吾々は彼等の心中の苦

痛を十分察することが出來る。併し問題は或一定の行爲の道徳

性や法性を判断するに當つて、動機を標準とす可きカ㍉或は行
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爲の結果を物差として計る可きかにある。一定の行爲の戯會的

慣値が、其動機の如何に左右されるものだとしても、行爲の當

初に於て、必然に豫想せらる可かりし結果も亦計算の中に入れ

なけれぱならぬことは言ふまでもない。否寧ろ現今の法律學は

動機よりも結果、或場合に於ては結果のみに重きを置いて居る

と言つてよい。

　総罷業が政府叉は議會を其因果率の圏内に導き入れ、之をし

て何事かをなす可く強制する必然性を持つた場合に於て、総罷

業の主禮は之を豫想したると否とを問はす、其責任を負ふ可き

である。假令今同の総罷業に封する責任が政府當局の不誠意に

あつたとしても、之に依つて憲法に封する挑戦たることを帳溝

しすることは出來ぬ。そこで吾々は総罷業が必然的に直接行動

の性質を帯ぶる以上、在來の議會主義とは到底調和し難きもの

であることを知る。結局絡罷業は凡ての革命がそうである穣に

勝てぱ官軍敗ければ賊軍とならざるを得ない。総罷業が其性質

上・大煙模に於ける肚會秩序の破壊叉は混働を相件ふものであ

る以上、既存の秩序を以て之を判断すればどうしても是認せら

れ，ないことになる。併し反劃に一度総罷業に依つて新しい秩序

が打立てられた時には、最早やそれは古い物差しを以て計る可

きものではない。兎に角総罷業が既存の就會秩序の軌滋の上に

なし途げられると蕗へることは誤うである。たや総罷業の眞の

慣値はそれに依つて達せんとした目的の倫理的隆質や、或は罷
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業に俘ふ害悪と功績との比較衡量等に依つて、後世の歴史家の

みが之を公・李に判断し得可き特権を持つべきものであらう。

　上述の総罷業に封する反憲法論は政治家に依つて唱導せられ

て・寧ろ政治論として議會内に於ても新聞紙上に於ても取扱は

れて居た。絡罷業が法律問題として重大な意昧を持つのは、寧

ろ螢働組合法の範園に於てである。私はこれから勢働組合法を

通して総罷業を観察して見度いと思ふ。絡罷業が非立憲的の行

爲であるか否かも、寧ろ絡罷業の違法性の標準として、直接の

意義を有つものであらう。加之上蓮の憲法論も大いに疑問の蝕

地のあるものである。

　　　　　　　　　　　　　（六）

　絡罷業の眞最中純法律的の見地からその違法性を指摘し、同

罷業に滲加ぜる組合員が、螢働組合法（Trade　Uni・n　Law）に

依つて保護せらる可きものでないことを主張したのは、自由窯

（Libe鳳Par切のSir　J・hn　Sim・nである。同氏は英國有敷

の法律家であり、嘗つて陰事総長（AttOrney　Ge且er⑳の職にあ

った入であるから、其法律上の意見は世間的に相當椹威のある

ものである。同氏が総罷業の第四日目即ち五月七日の夜下院に

於て総罷業不法論を叫び出すや、人々の耳に恰も夜孚の警鐘の

如くに響いた。何故なら総罷業に墾茄してゐる人々は勿論のこ
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と資本家側も、局外者も、之を法律が螢働階級に與へた罷業穫

の行使とのみ思ひ込んでゐたからである。勿論この罷業に依つ

て革命が全ふせられ、勢働覇灌が樹立せらる、なら、現在の法

律と正面衝突することは問題でない。併し繰り返し説明した標

に、今同の罷業にその可能性は固よりのこと、か＞る目的が包

含せられて居たとは言へない。絡罷業が蓮法とせられた場合、

それから來る結果は後に説明する穣に、螢働組合に取つて非常

な打撃である。而も其影響は彼の政治論としての非憲論の如く

に間接的のものではない。

　前記Sir　Simonの演説のあつた後、十一日目には高等法院

（且ighCou■t　of　Jus七ice）に於て、Jus七ice　astburyに依つてSir

Simonの説を鵜呑みにした様な判淡が言ひ渡された。総罷業蓮

法論は最早や一二の人々の私見ではない。勿論最絡的のもので

はないが兎に角裁判所に依つて有灌的に決定されて終つた。私

はこの総罷業違法論の叫びが十二日に於ける総罷業中止の決定

的原因であつたとは思はない。併し爾者の間に相當有力な因果

關係の存することは否定出來ないと思ふ。

　こ＞で吾々に非常に異様な威じを起させることは、抑三英國

の勢働組合運動に於て、絡罷業戦術は可成以前から論ぜられて

居るところであ弧叉現に昨年の七月からそれが公然と宣言せ

られて、政府も其封慮計書に没頭してi來たのに拘らす、今日に

至るまで其法律上の性質が一般に明瞭に意識せられて居なかつ
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たことである。それには色々の理由が掲げられやう。

　從來同情罷業（sympa七hetic　s樋ke）は法律上是認せられて來

た。現に一九二一年の三角同盟の如きは其最も大きな例である。

而して総罷業も事實に於て同情罷業の鑛張したものに過ぎな

い。從つて法律が可成大規模な同情罷業を認めるなら、其範園

を獲大したに止る総罷業も、法律上是認せらる、であらうとは、

當然の推理でなければなら露。総罷業の法性に就て何人も疑を

抱かなかつたのは何の無理もない。然るに突如として総罷業を

普通の同情罷業と癌別し、特に之を蓮法だと叫び出すに至つた

のは、絡罷業が國民生活に堪ふ可からざる結果をもたらすもの

だと経験した結果、生れた一種の反動的思想であると言へる。

筒此外に総罷業の法性が從來暖昧に附せられて來たことに就て

は、一二の事情が附加し得らる》様に思ふ。

　英國の勢働組合法は英國のすべての法典がさうである様に、

一定の方針とか、或は指導原理とか、兎に角一貫した思想騰系の

下に制定せられたものではない。此黙に於て英國の立法は大陸

諸國や日本のそれと大いに趣を異にして居る。英國人はどこま

でも経験主義實謹主義の國民である。一つの法律を制定するに

當つて彼等の念頭に置かれることは、既に経験せられた断片的

の事實であつて、決して理論的に組立てられπ概念ではない。

彼等の制定する法律の規定は大騰に於て経験の範園に止まり、

概念を登展させることを企てない。英國の立法が蹄納に絡始し
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て演繹的でないと言はれるのは、全くこの黙に存する。而して

この騰納法の必然の結果は、法典がpe乱ce－mea玉となつた統一

的の騰裁を備へないことになり、また経験は新事實を支配する

法則をその中から抽出することが容易でない。のみならす英國

の法律家の態度が叉極端な経験主義である。英國の法律書を播

いて先づ氣に付くことは、普通法（Co皿mo貧hw）に關するも

のたると制定法（Stat帖ory：L乱w）に關するものたるとを問はすそ

れが判例彙集に過ぎないで、決して其殿述の間に普遍的通則と

いふものが見出せないことである．法律註繹とは言つても、判例

を適當の項目の下に按配排列1．たにすぎない。法學雑誌に於け

る論叢ですら、其の凡てが邉去に關するもので、英國の法學者に

依つて將來を論することは一・つのダプーであるかの如き観があ

る。兎に角未痙験の新事實に封して適用せらるべき法則（Rule）

は、當該事件を審判すべき判事のみが其時に於て判示す可きも

のであつて、何人もこれを豫め論す可きものでないことは、英國

の法律家を支配してゐる思想である。前説Sir　Simonの演説

のあつた翌晩、下院に於て勢働蕪内閣のSolid七〇r　Generalであ

った叉現に同蕪の法律顧問（Standtng　Co疋mcel）たるSir　Slesser

が、総罷業の違法性は結局裁判廟の決定すべき問題で、而して

此鮎に關する何等準糠すべき判例もない。從つてSirSimonの

見解は何等権威のあるものでなく、また其椹限を有せざるもの

が、豫め云爲すべきものでないことを暗示しπ態度は、最もよく



総同盟罷業の法律的側面 3ユ

前記の英國法律家の思想を表はしてゐる様に思はれる。判事立

法（JUS七ice－made　hW）より法學者立法への推移は、米國に於け

る傾向とは言へても、英國に於ては適用性の乏しい命題ではあ

るまいか。

　ところが判事といふものは、其前に提出せられた具謄的事案

を判断することが、其本來の仕事である關係から、努めて法期の

概化（generalization）を避ける。從つて剃事が判決に依つて示

す法夏囁は、自己の判決を支持するに足る必要の程度に止ま弧

類似ヌは近似の事案に封する法期を示すことをしない。勿論或

場合には所謂obiter　dictum（附帯意見）に依つて：新法則を暗示

することもあるけれ共、兎に角総罷業に就て之を違法性なりと

する根擦は、到底過去の判例叉は判例の附帯意見の中から見出

し得ない。期様の事情があるから、総罷業が愈々事實となるま

で、1其法性が公けに論ぜられなかつたのは何の不思議もないと

言へやう。

　総罷業の蓮法となる根振は四つある。

　　（1）罷業は産業雫議（indus歴a！dispute）に就てのみ法律

　　は之を認める。然るに今同の総罷業に参加したる螢働組合

　　中には、坑夫組合（M』F．G・B）を除き何等産業孚議を有し

　　てゐなかつた。

　　（2〉政府や議會彊制の目的のすこめ、即ち政治的目的のため

　　になさる可きでない。然るに今同の絡罷業は雇傭主に劃し
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　て勢働組合の提案を彊要するためではなく・寧ろ政府に封

　して何等かを要求するためになされた。

（3）罷業をなすに當つては、雇傭契約解除の通知（notice〉

　を與ふべきである。然るに各勢働組合は此手績を履んで居

　らの。從つて契約違背である。

　（4）今同の総罷業は勢働組合の規約に違背してなされテε。

從つて違法である。

此等の理由を逐次敷術して説明することにしやう。

　　　　　　　　　　　　　（七）

　罷業は産業雫議の存する場合に於てのみ、罷業椹の行使とし

て法律は之を是認する。然るに今同の総罷業に参加し泥る勢働

組合中、坑夫組合を除いては、何等の産業雫議なくして罷業に

参加した。從つて坑夫組合以外の組合に就いて言へば・今同の

罷業は適法のものとは言へない。

　総罷業が坑夫等の雇傭條件に其源を登し、又雫議の原因は絡

始此範園を出でなかつた。從つて箏議直接の當事者は坑夫組合

のみであつて、飽の勢働組合は其雇傭主との間に何等雫議の原

因なくして、た）坑夫組合に同情し之を援助するために、罷業を

なすに至つたことは固より疑問の鯨地はない。之を最近の螢働

蓮動を指導してゐる階級理論から言へば、全螢働階級は其全鰹
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が、資本階級と相封立する一個の魁會軍位として意識せらる可

きもので、其一部に封する資水家の攻撃は、階級意識の上に於

ては直ちに全騰に封する攻撃とせられねばなら阻。此理論から

言へば、坑夫組合の孚議は同時に全勢働組合の雫議である。從

つて坑夫組合以外の勢働組合を以て、直ちに産業雫議の原因な

くして罷業したとは言へなくなる。

　そこで問題は、この階級理論を如何なる程度に法律が是認し

てゐるかである。換言すれぱ、階級意識に基く同情罷業が如何な

る範園に於て認められるかが問題である。然るにJus七ice　Ast－

buryは此瓢の論議をすることなぐして、r坑夫組合以外の組合

に何等産業雫議なく、又螢働組合総聯盟（Trades　Union　Cong－

ress）と政府及國家との間に何等の産業雫議が存在しない。從

つて今同の総罷業は違法である」と甚だ跳躍的論理を以て判決

するに至つナこ。　（No　tτade　dispute　has　been　alleged　or　show：n

to　exist　in　any　of七he　Unionsεbffected，　except　in七he　Miner，s

c＆se，and　no　trade　dispute　does　or　can　exist　be七ween七｝1e　Trades

UnionCongressontheo丑e五泓ndand七heG・vemmen七andtぬe

N乱tion　o且七he蕊heL）此判決は非論理的である計りでなく、裁

判官のなす可からざることを敢て犯してゐる疑ひがある。併し

私は其黙の批評には立ち入らない。

　前にも述べて置いた穣に、從來同情罷業は法律上適法のもの

とせられて來たのである。又一九〇六年の螢働雫議法の解繹上、
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同情罷業は適法とせられてゐる。同情罷業を適法とする根糠た

るの條文は、一九〇六年の産業箏議の第五條第三號である。同

條文に依れば、

　　産業雫議（trade　dispuむe）とは、何人かの雇傭（employme丑t）

　　非雇傭（memployment）又は雇傭條件に關する螢働者と雇

　　傭者間、又は勢働者相互間の雫議を意昧し、而して勢働者

　　（work　I餓n）とは産業に雇はれたる凡ての者を言ひ、其者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　が雫議の登生したる産業に使用ぜられてゐると否とを問は

　　ないと規定して居る。（ln晦s　Acもand　iB　tぬe　Conspiracy

　　乱箪d　Protec七ion　of　Property　Act，1875，the　expressiol1‘‘trade

　　δispute　，，　me島ns　a簸y　dispute　between　　employers　ε』簸d

　　wo虫men，or　betwee且　wor：kmen鋤d　wor：kmen，w短ch　is

　　colmec七edwi施theemploymentornGn－employmentor七五e

　　termsoftheemploymen七，・rwiththeconditionsoflab・ur，

　　of肌ypers・P，andtheexpression“workmen”meansall

　　persons　employed　inセ＆de　or　industry，w五ether　or　no七　in

　　theempl・ymentoft五een・Ployerwithwh・m乱tr乱dedis－

　　pu七e我rises；．＿．．．、．．

此意味に於ける雫議解淡の手段として勢働組合に同盟罷業権が

與へられて居るのである。而して此條文を卒直に其文言通りに

解繹適用するならば、坑夫組合以外の勢働組合に就ても産業雫

議がなかつたとは言へない。何故ならば産業雫議とは、何人か
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の雇傭條件に關する箏議であつて、必すしも特定の組合と其雇

傭主との間の雫議たることを要しないからである。故に又産業

雫議のために他の組合が罷業をなすことは、法律の與へた罷業

権の行使だと言はねばならない。然らぱ前記判淡が今同の絡罷

業に於て、坑夫総合以外に産業孚議がないとしたのは如何なる

理由に基づくか。判決自騰には不親切にも何等の説明も示され

てゐない。惟ふに判事は総罷業を違法のものだと最初から極め

てか、つて、其理由を前記の條文から演繹することの困難又は

不能なることを豫知して、當然なさねばならぬ説朋までも避け

たのであらう。而して螢働組合総評議會と政府又は國家との間

に産業雫議は存在せす、又存在すべき筈はないなどと附加して

居るところなどは、確かに今同の絡罷業を政治的目的のために

なされたのだとの．猫断を抱いてゐたことを、偶よ灰かして居

る。既黙は…欠項に方全て詳述1したいと思ふ。

　爾前記産業雫議の意義及同情罷業の範園に就て之を制限せん

とする 傾向は、判例の上に於て認められないことはない。それ

は同法律の第三條の解繹に就てやある。同條は産業雫議を豫期

し（Gontempla七io丑）又はその促進（furtkrance）のためになされ

た行爲は、軍に契約違背の激唆又は他人の勤務妨害の理由に依

り、訴へられること即ち不法とせらる、ことはないと規定して

居る。（Anac七byapers・ninc・ntemplati・n・rfur七hrance・f

勘trε』de　dispu七e　shall　no七be　ac七iona，ble　on　the　ground　only　tha・t
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iもindueess・me・t五erpers・nt・わre乱kac・ntract・fempl・ymen七

〇r　th舗it　is　an．interfere聾ce　wit：h七lhe　trade，business，or　em－

ployment　of　some　o七her　person，or　wi七：h協e　righ七〇f　some　o七her

peヱson　to　dispose　ofhis　c勘pi繍orぬislabouraslユewi玉1s・）從つ

て蛙に所謂i丑COntempiation　oヱfur馳r紬ce　of　trade　disputeが

罷業に参加することをも包含するものとしたら、雫議の當事者

以外の罷業即ち凡ての同情罷業は適法のものとせられねばなら

ぬ。一九〇九年CORway　v・Wade事件が貴族院に來た時に

：Lord　Loreburn　をよ　further翫nce　　とセよ　　五e1P，　8ssista・nce，　encour一

昭eme批を意昧するものだと判示したことがある。併しこの見

解は同事件の判決理由でもなかつたので・勿論拘束力ある判旨

（翫uthority）とは言へ7“’。のみならす事實に於ては其後幾多

の罷業が行はれ、叉それ等の同情罷業が不法とせられたことは

なかつた。（監認畿1為、彌鑑1謡畿1謙；部鋤從つて同情罷業

の一種たる総罷業を違法とする二とは・前記條文の解繹判例の

上からは到底是認せられないことになる。Jllstice　Astburyの判

決には、何故に今同の総罷業が産業争議法の所謂楓de齢P“te

に該當しないかの理由を示して居ら鍛けれども・恐らく総罷業

は其結果に於て、普通の同情罷業とは決して同一でないとの結

論から其根撮を求めたに相違ない。その結果とは、総罷業はそ

れが純粋の産業雫議に原因したとしても、其進展の過程に於て事

必然的に政府の介入を要求し、結局螢働組合と政府又は國家と
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の孚ひの形成を取るに至ることである。か》る結果に立ち入れ

ぱ、其孚議は政治的箏議の牲質を帯びるに至り、勢働組合が政

府を彊制すること、なる。之が部ち（五）に説明した違憲論であ

る。右の判決に於てNo　trade　disPute　does　or　can　no七exis七

betwee：n　the　Tradles　Union．Congress　on七he　one：band　and　the

Govemment　and　t：he　N挑tion　o丑七始o馳er．と言つナZのは恐らく

この麿味であらう。

　　　　　　　　　　　　　（八）

　総罷業違法論を最も明瞭に説いたのは、前にも鯛れて置いた

様にSir　John　Simonの演説である。而して同氏の所論は明ら

かに前記の結果論である。その所論によれば、今同の総罷業が、

産業孚議に其端を登した同情罷業の一種であることは認める。

併しそれ程大規模に罷業が断行せられた結果は、國家生浩全髄

に封して恐慌を來す。必すや政府が時局牧拾の局に衝らねばな

ら露。先づ其絡罷業が勢働組合側の勝利に蹄したと假定せよ。

其結果は雇傭主を強制したのではなく、政府又は肚會全騰に封

して何事かを要求したことにならねばならの。而して此結果は

當初から豫想せらる可きことである。産業雫議法は同情罷業を

認めてゐるけれ共、其罷業は産業雫議に關するものを是認して

認めるのであつて、政府又は國家彊制のだめに所謂政治的目的
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のためにも、之を是認する趣旨ではないと言ふのである。殊に

同氏は産業雫議法鋼定當時の議員であつた關係上、議會に於け

る討論を引用し、今同の総罷業の如きは其立法の當時之を豫想

しなかつたこと、換言すれぱ同法は政府強制のナzめに、又か＞

る結果を招來すべき総罷業は、之を認むる趣旨ではなかつたと

附加し忙。

　此議論は一慮尤もの議論でめる。殊に立法論としては大いに

傾穂に償するものであらう。併し解決論として又反駁の余地が

ある様に思はれる。

　元來純政治的目的のために総罷業が是認せられないことは、

解繹論として勿論のこと、立法論としても是認せられないこと

は言ふまでもない。何故ならば政治的目的のために総罷業を認

めることは、憲法政治の否認に等しい一の自殺論であるからで

ある。併し今回の総罷業が最初から政治的目的のためになされ

たとは言はれない。寧ろ罷業を宣告した人々のその理由とする

ところは、飽くまでも坑夫等の雇傭條件の現欺維持といふ、塵業

上の雫議に限られて居る。たやその規模が大きすぎた、めに政

府の介入を必要とし、偶三政治的色彩を精ぴるに至つ允に過ぎ

ない。換言すれば、政府の介入は産業雫議の偶然の結果に外な

らない。此偶然的険随的の結果を把へ來て、箏議全騰を政治的

のものだと解することは、本末顛倒と言はねぱなら組。若しこ

の議論を是認するならば、凡ての大罷業はそれが数種の産業に
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亙る同情罷業でなくとも、政治的のものだとして違法とせねぱ

ならぬのではなからうか。現に坑夫組合の全國的罷業には、從

來政府が介入して、其主張の一部を容れて漸く解淡をなして來

た歴史さへある。程度の差こそあれ・凡ての大罷業は國民生活

に封する脅威であ瓠叉政府の介入せざる可からざる可能性が

ある。決してこの意味での政治的色彩は、総罷業に限つたこと

はないと言はねばならぬ。從つて総罷婁を他の同情罷業叉は個

々の産業に於ける大罷業と匠別して、これのみを違法とするこ

とは到底議論として成立し得可きものではない。

　元靡一の肚會的事象に就いて、経濟的孚議と政治的孚議とを

優別せんとすることカ㍉無理ではあるまいか。政治的雫議と言

ひ、経濟的箏議と言ひ、たや観察方面帥ち其概念の軍位の相違

である。假令観念の上に於て優別が立てられるとしても、其観

念の蜀象たる事實は一つであつて決して二つではない。たや観

察黙を異にして二つの意義が附せられるといふに過ぎない。若

し強いて此匿別を立て》罷業の蓮法性を決定するとしたら、凡

ての大罷業は違法だとの結論にまで到達せねばならない。

　術螢働組合が食料品其池國民生活のぜ需品の供給に就いて、

政府と相協力すべきことを最初より申出で、．叉組合員全員に封

して嚴粛なる訓令を登して、法令の違反其他肚會の秩亭を鼠す

が如き行爲を戒めたこと等を考慮の中に入れるならぱ、今同の

絡罷業は強ち政府又は國家を強制するためになされたとは言は



40 総同盟罷業の法律的側面

れな』、ではなカ》らうカ】。

　斯く論じ來れぱ総罷業を非立憲的の行爲とし、之を基礎とし

て絡罷業違法論を唱へることは、可成怪しいものであると言は

ねばならない。軍に総罷業の結果の蝕りに偉大なるに困惑した

揚句生れ出た一つの反動論であつて、何等法律上的確な根擦の

ない議論だと言はねばなら鍛。

　併し総罷業が英國現行法上の解繹上、適法のものだとの結論

に到達したとしても、一又法文の理論的解繹は當然にこの結

論に遵くものだが、一総罷業は資本階級に封する脅威たるの

みならす、無産階級に探つてもそれ以上の恐ろしい結果をもた

らすもので、兎に角濫用す可からざる最後の武器であることは

雫はれない事實である。言はば総ての罷業が既に國家に於ける

一種の毒藥療法だとさへ言へる。この毒藥療治を必要とすると

ころに、現代國家の矛盾が存する。而して総罷業は、實にこの毒

藥の極限を意味する。其最絡の一摘に依つてそれが毒ともなり

叉藥ともなる。此極限まで毒藥を盛ることを許すか、或は一定

の限度に之を制限するか否か攣結局議論の分岐黙である。法律

のなす可き仕事は、印ちこの毒藥の度盛に一定の限界線を設く

ることであらう。而してこの線を引く可き限界は人々の意見に

依つて決して同一ではあり得ない。從つて叉それが結局人工的

（乱r髄6i⑳又は專断的（arb欺ary）のものになつて失ふことも

避け難い。英國法に於ても、今同の判決が其限界を確立しπも
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のとは言へない。

　　　　　　　　　　　（九）

　次に今同の総罷業を違法とする第三の根擁は、契約違背即

ち債務の不履行と言ふことである。個々の野働組合員は、其契

約締結の手績が團騰協約の形式を経たると・又は直接任意契約

沈りしとを問はす．雇傭主との雇傭契約に依つて法律上結合さ

れて居る。而して勢働組合員が此雇傭契約上の義務から解放せ

られるためには、契約解除の手綾を践まねばなら躍。もっと具

髄的に言へば、彼等が其勢働を撤同するには、前以て其旨を豫

告せねばなら鳳。而して此事は罷業灌の行使の場合に於ても同

一である。從つて契約解除の豫告は、罷業権行便の前提要件と

言はねばならぬ。然るに今同の罷業に参加したる螢働組含（坑

夫組合を除き）は、其手績をすまさすして螢働を撤同するに至

つた。從つて雇傭契約の違背があ弧叉同時に罷業其のものは

罷業灌の適法なる行使だと言ふことは出來のといふのである。

　二の契約違背論は何人からも反駁ぜられなかつたし、又反駁

の鯨地のないものであらう。併しこの意昧での総罷業の違法論

は、左程重大の償値あるものではない。何故ならば其違法の結

果が輩に契約違背者の損害賠償責任に止るのみならす、又一時

闘前の豫告でさへも契約解除の手績はなし得るものであるから
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である。

　術違怯論の第四の根擦は、組合規約蓮背と言ふことであつた。

勢働組合は其規約に於て、罷業の條件として組合員の三分の二

以上の同意を要すと規定してゐるものが多い。然るに今回の総

罷業に於ては、各組合ヌは各支部の幹事が勢働組合総評議會の

決議に基づいて組合員を罷業せしめ、前記の三分の二以上の同

意を求める手績を践まなかつた。從つて綴合の幹事部ち指導者

等は、組合規約違背の責任を負ふ可きであると言ふのである。

　併し組合規約は組合員間の契約に過ぎない。假令これが勢働

組合内部の湧規だと言ふことが出來ても、國家の法律だとは勿

論言へない．從つてこの理由を以て、今同の総罷業を國法上違

洪のものだとは言へない。

　　　　　　　　　　　　（噸

　私は今まで総罷業の違法論の根擦を説明して來た。これから

総罷業が違法とせられた場合、如何なる法律上の結果をもたら

すかを説明して見やう。

　一騰違法と言ふ言葉は法律上色々の意味を有し、其意義如何

によつて結果も亦相異らなければなら鍛。而して違法といふ言

葉には、其法律上の償値に從つて四つの意義が附せられる様に

思ふ。（1）刑罰法規違背、即ち犯罪、（2）不法行爲、（3）契約違反、
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（4）私法自治の限界、が即ちこれである。

　今同の総罷業が犯罪と言ふ意味に於て違法であつたか、換言

すれば其違法とせらる、結果は、絡罷業が犯罪を構成するに至

るかと言ふに、此問に劃する、解答は可成困難である。若し総

罷業が　　凡ての罷業に就ても同様であるが一犯罪を構成す

るとしたら、それ’は徒蕪罪（conspir泓cy）としてやある。何故な

らば・数人の結合行爲自禮が其の目的が不法であるとの理由に

依つて犯罪となるのは・この徒蕪罪であつて、罷業とは共同的勢

働撤同のためにする結合行爲に外ならぬからである。各個人は

勢働す可きか否かの自由を持つてゐる。假令契約違背に該當す

る揚合でも、一定の職業から勢働を任意に撤同することは、そ

れ自騰犯罪を構成するものではない。この理は数人の勢働者が

同時に其勢働を撤同する場合でも、相互の間に何等の共謀がな

い限b、同一でなければなら組。併し相共謀して螢働を撤同し

た場合に於ては、不法の目的のために共謀したと言ふことに蹄

着する。此不法の目的のための共謀帥ち結合行爲が、英國法に

所謂徒蕪罪（Conspiracy）なのである。術相互の勢働條件を協

約することは、普通法上の取引自由の原則（principle　of　restra一

撤of　trade）に反し、又他人に封しその現に從事しつ》ある勢

働を撤同する様に勧告することも、他人の業務防害禁止（inter一

ぼerence）の原則に違背するものである。從來勢働組合の組成、

又は同盟罷業が徒蕪罪とせられて來たのは全くこれがためであ
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る。

　然るに一八七一年の勢働組合法（Tr勘deUnionAct）は、勢働

組合を適法のものとし（第一條）、一八七五年の徒窯罪蚊に財産

保護法（Co盤piτacy孤d：Protection　of　Propaty　Act）は、或條

件の下に同盟罷難を徒蕪罪とせざる旨を規定するに至つた。從

つて絡罷業の犯罪性は、前記徒蕪罪法（第三條）に依つて決定

せらる可きものと言はねばならぬ。

　C・nspi螂y我ndPr・七ecti・n・fPr・pertyAc七。（1875）

　　　3，　　A11翫greemenもor　combinεしtion　by　two　or　lnore　persons

　七・d・・rprocuret・bed・ne鋤yactinc・n－temp三ati・n・r

　furもher＆nee　o£　泓　tr乱de　dispute　be振veen　　em－ployers　＆nd

　workmen　or　workmen　an，d　workmen　sh乱11noもbe　indic塩ble

　秘s　昂　conspir泓ey　if　such我ct　colnnli七ed　by　one　person等vould　no七

　be　pu皿三sl1泓ble　＆s乱　crime．

　本條に依つても同盟罷業の泥めの結合行爲　（agreement　or

combin甜011）が、徒窯罪としての違法僅を阻却せられるがため

には、産業雫議を豫期し』叉は之が促進のために（in　contemp1距

tめnorfurther＆nceofもradedispute）　なされたものでなけれぱ’

なら露。從つて若し今同の総罷業がJustice　Astburyの判示の

如く、産業雫議のためになされたものでないと云ふことになる

ならぱ、犯罪構成の可能性のあるものと言はねばならの。前記

判決及びSirJoh葺Sh・10nの演説の中にもこの重大な黙に就て、
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何等の暗示さへも與へられて居らぬことは逡憾である。

　併し絡罷業が弦に所謂産業孚議の豫期叉は促進のためになさ

れた行爲に該當せす、從つて前記條文に依つて保護せらる可き

ものでないとしても、直ちにこれが徒蕪罪を構成するものとは

言へない。特定の罷業が徒窯罪を構成するか否かは、專ら普蓮

法（CQmmoRLaw）に依つて洪定せられねば’なら澱。而して前

記法律の制定以前にあつても、凡ての罷業が徒蕪罪とせられた

のでは勿論ない。此黙に關する從來の斜例は匿々であつたけれ

ど叡大禮に於て雇傭條件改善のためになされた罷業は、適法

と一一即ち徒蕪罪を構成せすとの意昧一せられて來た。併し

綴罷業は其牲質上個々の罷業や或は其小規模の同情罷業とは、

大いに其趣を異にするものであるから、不適法の目的のための

徒窯行爲となされ得る可能性がないでもない。綴罷業は始めて

の経験でもあり、從つてこれに適用す可き判例があるわけでも

ないから、此黙に關する普通法上の原期は依然として不明のも

のだと言ふの夕｝はない。恐らく現今の英國に於て如何に保守的

頭脳の持主と錐も、絡罷業を犯罪行爲なりと論断する勇氣はな

いであらう．

　総罷業が不法行爲（権利侵害）を構成するとし泥ら、それば

契約蓮背の勘告（inducemen七〇f　bre＆c1・of　contr泓cも）　に依る債

権侵害叉は業務の不法干渉（interfer＆nceofbusiRess）と言ふ形

式に於でやある。各勢働組合員は、其雇傭主との間に雇傭契約
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を締結して居外罷業とはその組合の役員が組合員に封して、其

雇傭契約の破殿叉は違背を命令叉は勧告することに外なら蹟。

而してこの債椹侵害の勘告は、普通法上其自髄債構侵害の不法

行爲とせられる。從つて罷業は當然債椹侵害の不法行爲を俘ふ

ものと言はねぱなら臓。衙普通法上に於て各人は自己の自由意

思に基き、自己の欲する設、に其業務を慮置すべき自由が認め

られてゐる。もつと具髄的に言へば、各勢働者は自己の勢働取

引の條件を自己の欲するま、に決定し、叉雇傭主に於ても事業

の経螢方針、螢働者雇傭の條件等を任意に決定し得る自由橿を

有してゐるのである。而してこの自由に劃する外部からの不法

干渉が、即ち業務防害の不法行爲となるのである。然るに罷業

は、螢働者相互間に於ける此自由椹の侵害であるのみならす、

ヌ雇傭主に封する業務干渉でなけれぱならぬ。從つて罷業は必

然的に一勿論不法の手段に依る場合に限るが一一飽人の業務

干渉と言ふ不法行爲を俘はざるを得ない。而して勢働組合を此

普通法上の不法行爲責任から免除したのが、一九〇六年の産業

雫議法の第三條である。之に依つて罷業権が完全に確定せられ

た鐸である。

　Tr乱de　dispu七Ac七，1906

　　　3．　An　a，ct　done　by　a，person　in　contemplation　or　fur＿

　七11er勘nce　of　a　trade　dispu七e　is　no七　勘ction泓ble　on　the　ground

・nlytl・＆ti七inducess・me・t五erpers・nt・bre我c五＆c・n七r乱c七
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　ofemp1・ymen七〇rthatitisanin七er£ereucewiththetrade，

　business，or　employment　o｛some〆）もher　perso且，or　wiもh施e

　righ七　〇f　some　other　person　of　h雄capit乱10r｝1is1＆bour泓s五e

　wi丑s．

　此條文の方面に於て明らかである様に・罷業が前述の不法行

爲性を阻却せられるがためには、其行爲が矢張りin　c・ntemμa

tion　or　furtherance　of七rade　disPuteに關するものでなければ

なら鍛。從つて今同の総罷業が不法行爲（七〇均とな帆勢働組

合の幹事達が損害賠償の責任を負はなければなら漁かは・專ら

この絡罷業が、産業雫議のためになされたものであるか否かに

依つて、決定せらる、ものであると言はねばならぬ。從つて

Justice　Astburyの判決及びSi「John　Simo丑の演説の如く、今

同の罷業を此所謂産業雫議のためになされた一換言すれば法

律の認めた罷業穫の行使でないとしたならば・勢働組合の役員

等は損害賠償の責在を負はなけれぱなら漁ことは勿論である。

　爾’前記條文の適用上、注意せねぱならぬことは、“on七飴

ground　dy”と言ふ文言である。本條に依つて不法行爲の責任

が免除せられるのは、契約遠背の勘告叉は業務干渉のみを理由

とする場合に限られるのであるから、其他の不法の理由が相件

ふ場合に於ては、術債灌侵害ヌ，は業務干渉に於ても責任を負は

ねぱならぬ。艦欝艦．慧肺痴

　』又今同の総罷業に於て、契約解除の通知を登せざりし†こめ其
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勢働の撤同が債務の不履行となり、各組合員が損害賠償責任を

負はねぱなら澱ことは前節で説明した通りである。

　最後に、違法と言ふ概念は、私法自治の限界といふ意昧に用

ひられる。各人は自己の欲するところに從ひ、具膿的の法律關

係を任意に設定することが許される。併しその法律關係の具騰

的内容が、各自の自由恵思に依つて決定せられると言つても、

それには一定の限界がなければならの。其限界が帥ち法律の容

認する私法自治の局限である。而してこの局限は、普通公序良

俗叉はpublic　policy　と言ふ言葉で言ひ表らはされてゐる。即

ちpublic　policyに反せざる範園に於て、私法自治は…容認せら

れ、之に反したものは不法として全然法律の保護郎ち法律上の

数果が與へられないのである。此命題が総罷業の達法と如何な

る連絡を有するかと言ふに、勢働組合の内規の拘束力に就いて

である。何れの勢働組合も其規約に於て、組合員の除名其他給

與金Φene鋤　に關する條件が規定してある。即ち組合員が組

合の決議叉は組合役員の命令に從はなかつた場合には、除名』叉

は給與金を剥奪す可き旨の規定がそれである。而してこの規定

が一種の私法自治の行爲であり、』叉規約自騰が何等public　pol－

icyに反するものでないことは殆ど疑ひの余地はない。併しこ

の規約は無限の拘束性を有するものとは言へない。それは組合

の決議又は組合役員の命令が適法な場合に於てのみ彊行せられ

る。從つて今同の総罷業が法律の認めざる不適法のものである
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ならば、組合役員の罷業命令も不適法なものであるから・組合

員が此命令に從はないとし℃も、前記の規約に依つて其給與金

が剥奪せらるべきものでない。言ひ換へれば給與金剥奪の規約

は役員の命令が適法である場合に限り、其拘束力を生するもの

である。

　術勢働組合の規約には、罷業中組合員に封し、組合の基金か

ら一定の金銭を給與（s七rike－pay）せらる可きことが規定してあ

る。此規定も亦一の私法自治行爲に過ぎないのであるから、法

律に反せざる範園に於てのみ有敷である。從つて罷業が不適法

のものである場合には、何等拘束力のないものであると言はね

ぱなら露。前記のJustice　Astbury　の判決に於ても、この理由

で組合員に封し、s樋ke－payの支沸を禁lh（lnJun醐・n）したの

であつた。


